
第 7章

NGOの視点から見た民軍関係

-NGOにとって民軍関係が意味するもの一

長有紀枝

(、ジャパン・プラットフォーム代表理事)

はじめに

編者より NGOにとって民軍関係とは何を意味するかについて論ぜよという

課題を頂いた。この課題に応え、本章は民軍関係、に関する NGOの一般的な傾

向と特徴を論ずるものである。なお本章の見解はすべて筆者個人のものであり、

し1かなる点においても筆者の属する組織を代表するものではない。すべての文

責は筆者個人にあることを最初にお断りしたい。

I 予備的考察

本論に入る前に、本章で対象とする NGOと軍隊、および民軍関係という用

語について整理する。本章でいう NGOは、一義的に緊急人道支援を現場で行

う国際NGOを指し、同様の活動を行う地元の NGO(ローカルNGO)や人権・

アドボカシーNGO、開発NGO、環境NGOなどは特に断りがなしゅ当ぎり対象と

しない。軍隊も現地国軍、武装勢力および外国軍に大別されるが、本章で対象

とするのは、主として外国の軍隊である。また、文民組織と軍との関係、を示す

用語としては「民軍(軍民)協力 (CIMIC)J、「民軍(軍民)調整 (CMCoord)J、

あるいは、「民軍(軍民)関係 (CMR)Jなどがあるが、 NGOコミュニティに

とっては、いずれの呼称を用いるかは主たる関心事ではなく、特記すべき議論

が行われていないことも確認しておきたい。その理由としては、多くの NGO

にとっては、軍は一般的抽象的な存在として、あるいは「概念」として机上に

あるのではなく、現地の正規軍であれ、反政府勢力であれ、あるいは国連軍や

多国籍軍であれ、常に個別具体的対象として(例えばシエラレオネの IMATT1、

アチェのインドネシア軍、パキスタンのパキスタン軍、イラクの米軍など)救

l 国際軍事諮問訓練隊 (TheTnternational Military Advisory and Training Team)。

129 



援活動の現場に存在している。こうした状況から、 NGOは民軍の関係を指し示

す呼称に特にこだ、わって論じることが少ないように思われる O したがって本章

でも、いかなる名称で呼ぶかについては、特に論じることはせず、本論文集の

統一的な用語である民軍関係という語棄を用いることとする。

11 NGOの多様性

以下本論に移るが、まず NGOの多様性について確認したい。軍隊との関係

についてNGOを論じる際、一般にどのような関係や立場を連想するだろうか。

「反政府JIアンチ軍隊」あるいは「親政府JI軍隊の協力者」か。この間いに

対する回答は、いずれも正しく、あるいはいずれも正しくない。なぜなら、 NGO

の特徴はその多様性、多義性にあり、軍隊や軍事的アクターに対する見解も千

差万別であるからだ。

日本語で、非政府組織と訳される NGO(Non Governmental Organization)は、

その語義やインプリケーションが、国や置かれた状況、時代により著しく異な

り、多様な形態と性格を帯びる概念である。 NGOは、それを取り巻く歴史的、

政治的、経済的、地理的、社会的環境との深い連関の下に、特定の環境を背景

や制約として、特定の問題や対象領域に焦点を合わせて成立し、活動してきた

組織であるからである O したがってその呼称も、例えば世界有数の国際 NGO

を輩出している英仏米の 3カ国を例にとっても、それぞ、れの歴史を背景に英国

の「ボランティア組織 (VoluntaryOrganization) Jや「チャリティ (Charity)J、

フランスの「アソシアシオン (Association)J、米国の「民間ボランティア組織

(Pr討ateVoluntary Organization: PVO) Jと多種多様である。ここでは以下、①

活動領域、②活動形態、③資金の出所と組織の独立性、④活動方針(世俗か宗

教か、マキシマリストかミニマリストか)、⑤活動拠点、⑥成立ち、⑦国連機関

との関係という 7つの視点から具体的にその多様性を確認しよう。

① 活動領域

本章が対象とする NGOは冒頭で述べたとおり、紛争下や紛争終結直後に行

われる緊急人道支援を行ういわゆる「緊急NGOJである。しかし NGO一般の

活動領域は、復興支援、開発、人権擁護、政策提言、環境保護、動物愛護など
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多岐にわたる。

② 活動形態

活動領域とともに、その活動形態も様々である。大別して実際に現場で活動を行う

「オペレーショナル(活動実施型)NGOJ、特定領域の問題について政府や国際機関

に対して政策提言や世論の喚起、ロビー活動、調査・研究を行う「アドボカシーNGOJ

等がある。また、前者の「オペレーショナル NGOJ も、自らが現場で関与して

きた特定のイシューについては、アドボカシー活動を行う事例も多い。また、

特定のイシューについて、「オペレーショナル NGOJ IアドボカシーNGOJ双

方がネットワーク2を組んでアドボカシー活動やキャンペーンを行うケースも

ある O 著名なものとしては、「地雷禁止国際キャンペーン(ICBL:International 

Campaign to Ban Landmines) J、武器の規制を求める IControl Armsキャンペーン」、

途上国の債務帳消しを求める「ジュピリー2000キャンペーン」などがあるが、

本論との関係でいえば、アフガニスタンの地域復興チーム(Provincial 

Reconstruction Teams: PRTs) 3について、 Oxfamやセーブ・ザ・チルドレンが論

じた提言文書などがある4。日本においても、 PRTについては、アフガニスタン

で活動する NGOの 6団体が外務大臣宛書状を出すなどの共同の政策提言活動

が行われていると

ネットワーク」とは、ある共通の目的のもとに複数の組織が、人的・物的資源、情報等の

能力の一部ないしすべてを共有することによって、相互協力関係に入り、政治、経済、社会

制度・政策に対して協働で働きかけを行う主体のまとまりをさす。特定非営利活動法人国際

協力 NGOセンター(JANTC)~国際協力 NGO のネットワーキングについての調査研究』外務
省 2002年 3月、 l頁0

J 2003年初頭にスタートした PRTsは、軍隊と文民の援助の専門家をチームとして一体化させ

た新しい民軍協力の形態である。アフガニスタンでは米国主導のテロ掃討作戦「不朽の自由

作戦」、国連の委任により NATOが主導する「国際治安支援部隊 (TSAF)Jというこつの軍事

的取り組みがあるが、これらを補強する方策として生みだされたのが PRTである。 PRTは、

アフガニスタン全域の地域(province)レベルで、活動し、治安・復興・中央政府のガパナンス支

援、そして限定的な救援活動といった分野に着手している。米国主導の連合軍と NATO主導

の TSAFというこつの異なる指揮系統があり、 2005年末現在連合軍が 12カ所、 NATOが 9

カ所に展開し、計 21の PRTネットワークを形成している。誕生から日が浅く、それぞれの

PRTにより様相が異なるため一般的 PRTと呼べるものはないが、軍民の構成比率は軍側が

90~95% と圧倒的に高いのが共通項である。

4 Save the Children UK，“Provincial Reconstruction Teams and Humanitarian-Military Relations in 
Afghanistan， 2004; Oxfam Tnternational，“Traq: Humanitarian-Military Relations" Oxfam Briefing 
Paper 41，恥1arch2003. 

5 書状の内容は「地域復興チーム (PRT)の役割に関し、懸念を表明します。特に、多くの PRT
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また、こうした「ネットワーク」の推進・調整役を担う中心組織としての「ネ

ットワーク NGOJも多数存在する。一国内や地域内において、対象園、分野、

課題別などのネットワークとして活動するものもあれば国際的に活動するもの

もある。前者のネットワーク NGOとしては、 JANIC6 (日本)、 ANCB7 (アフガ

ニスタン)、 InterAction8 (米)、 BOND9 (英)など、後者としては、 VOICEIO (欧

州、1)、人道支援にかかわる国際 NGOのネットワーク ICVA117旨どがあるが、民

軍関係につき、ネットワーク組織として声明を出す場合もあれば、メンバーの

多様性を尊重し、民軍関係、に関する勉強会やセミナーなどを実施し、特定の意

見を表明しない場合もある 120

③ 資金の出所と組織の独立性

NGOとは非政府組織の略称であるが、その名称白体を問う組織形態もある。

政府とのつながりが深く、財政的独立性や組織運営・意思決定の自律性が脆弱

な NGOに対して政府系 NGO・官製 NGO(Governmental NGO: GONGO)、

が復興支援活動を行っていることに反対します。 PRTによる復興活動は現地の人々に援助従

事者の中立性を疑わせるだけでなく、その復興活動自体も有効性が疑わしし、からです。 J2005 

年 12月27日付け「外務大臣麻生太郎殿 アフガニスタン会議 (2006年 l月、ロンドン)に

向けた日本政府への御願し、」。差出人の NG06団体は、シャンティ国際ボランティア会、セ

ーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以上社団法人)、難民を助ける会、日本国際ボランティア

センタ一、日本紛争予防センタ一、ピース・ウィンズ・ジャパン(以上特定非営利活動法人)0 

6 特定非営利活動法人国際協力 NGOセンター OapanNGO Center for Tnternational Cooperation)。

1987年設立、主に関東に拠点を置く 70のNGOが加盟している。h印://www.janic.org/index.html 

7 Afghan NGOs Coordination Bureau， 1991年設立のアフガニスタンの 181のナショナルNGOの

ネットワークであるくhttp://www.ancb.org/aboutancb.htm>。

8 American Council for Voluntary Tnternational Action (TnterAction) 1984年設立、米国の 160の

NGOが加盟<http://interaction.org/>。

9 British Overseas NGOs for Development (BOND) 1993年設立、英国の 300の NGOが加盟

<http://www. bond.org.uk/>。

10 Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (VOTCE) 1993年設立、欧州の 90のNGO

が加盟<h抗p://www.ngovoice.org/>。

11 The Tnternational Council of Voluntary Agencies (TCVA) 1962年設立。人道問題に関するアド

ボカシー活動のための人権、人道、開発 NGOのグローパルなネットワークである。 TCVAに

は世界の 68のNGOやネットワーク NGOが加盟し、ヒューマン・ライツ・ウオッチ、 TCRC、

TFRC、 MSF インターナショナルの 4 団体がオブザーパーとして登録

<http://www.icva.ch/about.html>。

12 米国の Tnteractionは民軍関係に関するガイドラインを作成し、公表している。“Guidelinesfor 

TnterAction Staff Relations With Military Forces Engaged in， or Training for， Peacekeeping and 
Disaster Response" available at http://www.interaction.org/disaster/military_guidelines.html. 

JANTCでは、 2005年、 2006年開催の NGOの『危機管理・安全管理』研修において民軍関係

に関するコマを入れている。
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QUANGO (Quasi-NGO) といった分類もある O 財源は NGOの特徴を示すもっ

とも顕著な指標である。 GONGOではなくとも、政府の補助金や助成金に 100%

近く頼る組織形態もあれば、組織の中立性、独立性を維持するために一切受け

取らない組織もある。例外もあるが、傾向としては人権や政策提言など、特に

政府と敵対的関係、あるいは緊張関係の中で活動することの多い「アドボカシ-

NGOJは政府資金に頼らず一般市民の寄付に支えられる傾向があり、現場で支

援活動を実施する「オペレーショナルNGOJの場合、政府資金への依存傾向が

強まる傾向がある。後者の中でも特に紛争地で、緊急人道支援に携わるオペレ

ーショナル NGOの場合、危険地での活動のロジスティクスを支えるために、

通常の国際協力とは桁違いの資金的裏づけが必要となるため、その傾向はより

強くなる。活動地の多くがインフラの殆ど存在しない地帯であり、そこに安全

な住居の確保、緊急通信体制の確立、緊急避難手段や特殊車両の調達、通常の

10倍程度の掛け金が必要な特殊な保険(戦時特約)への加入など、援助物資の

調達以外に膨大な費用が必要となるからである。そして軍隊との関係構築が最

も火急の課題となるのも、これら紛争地で活動するオペレーショナル NGOで

ある。

④ 活動方針

(1)世俗か宗教か

NGOの中には、政治、宗教、思想に中立で不偏不党を信条とする組織もあれ

ば、特定の主義主張、宗教に関係した組織もある。宗教と無縁の組織を「世俗

組織 (secularorganization) J、特定の宗教に関与する NGOを「信念に基づく組

織 (faith-basedorganization)・宗教系 NGO (religious organization) Jと分類する

場合もある。特に冷戦終結以降、宗教系 NGOの台頭が著しく、数、規模とも

にスケールアップしている実情があるためである。これらの宗教系組織には、

改宗や布教を目的としたものもあれば、特定の宗教に基盤を置きつつ、布教を

目的としなし中且五哉もある。

(2) Iマキシマリスト」と「ミニマリスト」、「プラグマテイスト」

特に人道支援に携わる NGOの場合、「マキシマリスト(人道支援の拡張・拡
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大主義者)Jと「ミニマリスト(限度主義者)Jと呼ばれる二つの派閥が対照的

な二つのアプローチをとっている。マキシマリストは、援助の効率性や軍の兵

枯部門のもつ優位性を重視し、また資金の獲得や援助の拡大のために、政府と

協働し、民軍の連携・協力を厭わないグループOで、あり米国の NGO~こ多い。他

方、赤十字国際委員会 (ICRC) や国境なき医師団 (MSF)、オックスブアム

(Oxfam)、セーブ・ザ・チルドレンなど欧州、|の名だたる NGOを代表とする後

者のグループ。は、「ファンダメンタリスト(原理・原則主義者)Jという言い換

えも可能であるが、人道主義の原点や原理・原則を重視し、人道支援の政治化・

軍事化の傾向にあくまで反対し、軍・民の明確な線引きに拘るグループOで、ある。

とはいえ、こうした議論をリードするのは、欧米の限られた数の一定規模の

NGOである。多くの日本の NGOをはじめ、大半の NGOはこの中間に位置し、

紛争の形態や軍隊のミッションによりケース・バイ・ケースの判断を行う。い

わば「プラグマテイスト(現実主義者)Jとも呼べるアプローチをとっている O

また「マキシマリスト」と「ミニマリスト」という系譜は、「デ、ュナンの系譜」

「ウィルソンの系譜」とも言われている 130 「デ、ュナンの系譜」は赤十字運動の

創設者アンリ・デ、ュナンに端を発するもので、 ICRC、MSF、Oxfam、セーブ・

ザ・チルドレン(英)など中立や独立性を重視する NGOを指す。他方「ウィ

ルソンの系譜」は米国の白由や民主主義といった価値観を世界に広めることが

世界の秩序安定に寄与するというウッドロウ・ウィルソン大統領の思想、を系譜

とする。ウィルソンは基本的に米国の外交政策の推進と人道主義の一致を見て

いたとされ、この流れに属する NGOとしては、現実主義かっ事業中心型で¥(政

策中心型に対比して)政府との近い関係を利用して援助の効果的・効率的な提

供を第一目的とする場合が多い。ヨーロッパの中では例外的にオランダの NGO

が政府との協力関係の強さにおいて、この「ウィルソンの系譜」に属するとされ

るが、人道主義を中心に据える(政府と近し¥)NGOと人権擁護活動を中心に据

える NGOとの事離が存在している。米国の NGOの場合、政府と近い立場で存

在し「政府の援助の担い手」として活動している場合が多い。しかしこれが米

国の NGOのすべてではなく、米国政府の援助政策に、人権などの観点から異

13Abby Stoddard，“Chapter 3 Humanitarian NGOs: Challenges and trends" in Joanna Macrae and 

Adele Harmer (edsよ“HumanitarianAction and the‘global war on terror': a review of trends and 

issuesヘHPGReport 14， Overseas Development Tnstitute， July 2003， pp. 27・28.
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を唱える NGOの存在もある。

⑤ 活動拠点

団体の本部所在地と活動拠点の関係から、国際 NGO Onternational NGOs: 

INGO)、現地NGOOocal NGOs/national NGOs)、とし1う分類もある O 国際NGO

は通常先進国に本部事務所を置き、活動が二カ国以上にまたがる場合、現地

NGOは活動対象国で生まれその国で活動する組織である O また、後者の中には、

特定国の特定地域で生まれ、その地域でのみで活動する CBO(community based 

organization) もある。さらに国際 NGOの中には、世界各地に支部や事務所を

置く「多国籍NGOJ もある。アムネスティ・インターナショナル、ケア、国境

なき医師団、セーブ・ザ・チルドレン、プラン、ワールド・ビジョンなどがそ

れだが、その形態は、団体名を共有する各国のオフィスがそれぞれ独自の意思

決定機能をもち、必要に応じて連携する「独立型」、全体の調整や基準づくりの

権限をもっ国際オフィスが各国オフィスの分担金の負担などによって支えられ

る「連合型」、国際オフィスと各国オフィスが本部 支部としてつながれ、中央

がすべての意思決定の権限をもっ「統合型」の 3タイプ、あるいはそれぞれの中

間に類型を設ける 5タイプに分類される 140 民軍の関係については、統合型の

多国籍 NGOで、あっても、一枚岩の対応をしているわけではなく、各国のオフ

ィスや支部ごとに異なる対応や基準を示す場合も多い。NGOといえども国籍が

あり、その出身国ごとに軍隊の置かれた位置や特定の紛争への関与の度合いな

どが著しく異なり、軍隊との協力の是非についても、考え方に差異が生じるた

めである。

⑥ 成り立ち

当該組織がどのように、何者の主導により、し1かなる資金的裏づけのもとに

誕生したのか、これも NGOの特徴を示す重要な要素である。主要な形態とし

ては、市民が白発的に組織したもの、国際NGOの現地事務所が独立したもの、

14今回克司「進む NGOのグローパルな連携J~国際開発、ジャーナル 2004 ・ 10 Jl 47頁。分権を

重んじる NGOの文化から、「統合型」の組織は少ないが、時代の要請から連携の必要が高ま

り、オックスフアムや国境なき医師団、セーブ・ザ・チルドレンなどは、独立型から連合型

に移行しつつあるとされる。
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社会主義や軍事体制下など、 NGOの白由な活動が許容されない国家で、国家が

何らかの意図をもって組織したもの (GONGO)、難民キャンプや紛争終結後の

社会で、民主主義的価値観の醸成やそれを支える市民社会の育成を目的に欧米

先進国が資金提供を行って誕生させたものなどがある 150 誕生の背景により、

政府や軍隊との関係構築に差異が生じることも改めて指摘するまでもない。

⑦ 国際連合・国際機関との関係

国連や国際機関との関係、から NGOを分類する方法もある 160経済社会理事会

(ECOSOC)には NGOの登録制度があり、 ECOSOCの担当領域である経済社

会問題を活動対象とする NGOには「協議資格 (ConsultativeStatus) Jが付与さ

れている。この協議資格には、 ECOSOCの大半の活動を網羅する一般協議資格

(General Consultative Status)、人権、環境といった特定分野を活動領域とする

特別協議資格 (SpecialConsultative Status)、世論に対する啓発を主な任務とする

ロスター (Roster)の三種がある 170

さらに、 UNHCR、UNICEF、WFPといった国連の人道援助機関と連携し、契

約・覚書 (MOU: Memorandum ofUnderstanding)を結ぶNGOもある o UNHCR 

は、 NGOそのものを支援対象とはみなしておらず、資金供与の有無により独自

に二種類のパートナー契約を結んでいる。資金の提供を受ける実施パートナー

(Implementing Partner: IP) 18は、 UNHCRと実施合意書 Gmplementingagreement) 

を締結し、サブ・プロジェクト 19実施のために、UNHCRより資金提供を受ける。

通常、プロジェクト毎の契約となるが、 IPとなる NGOスタップは国連安全調

15 アフガニスタン難民が 20年近く居住したパキスタンのペシャワールの難民居住地ではカナ

ダ政府等がローカル NGOの育成に資金を提供した。紛争後のボスニア・ヘルツェゴビナ、

セルビア共和国にも同様の例がある。

16 国連諸機関の NGO の位置づけに関しては、 Anna-KarinLindblom， Non-Governmental 

Organizations in lnternational Law， Cambridge University Press，2005， pp. 366-416 
17 登録 NGOについてはくhttp://www.un.org/esa/ coordination/ngo/>。

18 2002年現在 TPの内の NGO数は 543団体(外務省『主要援助国および主要国際機関における

NGO 支援策の比較調査~ 2004年 3月 1・14頁)、この内、日本の NGOは2004/5年度で 11団

f本である。

19 UNHCRが実施するプログラムの一部がサブ・プ口、ジェクトである。プログラムは特定の集

団やテーマのために実施される保護、支援活動すべてを指し、複数のプログラムが country

operationを形成する。 UNHCR，Partnersh伊.An Operations Management Handbookfor UNHCR's 
Partners (UNHCR 2003)， pp. 37・38.
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整官室20の管理下に入札伝統的な PKO要員やUNHCRなどの国連機関職員に

適用される「国際連合要員及び関連要員の安全に関する条約21J においても、

関連要員として保護対象となっている220 ECOSOCに登録するか否か、また、

紛争地における人道支援活動で UNHCRなど国連機関と IP契約を結ぶか否か、

個々のオペレーションごとの性質、団体の組織運営や戦略、事業実施上の理由、

財政的理由など様々な要素から決定される。

このように NGOはその非営利、非政府という立場と、公益性の追求という

目的とともに、その多様性・多義性を最大の特徴とし、結果として、軍隊や軍

事組織との関係についても、団体ごとに異なる見解を有しているのである。

1 1 1 軍隊の多様性

以上、 NGOの多様性を見てきたが、本章で対象とする外国の軍隊も、展開時

の政治情勢、その任務、それらから導き出される当該ミッションにおける中立

性、さらにはそれぞれの現場で従事する民軍協力・調整・関係の種類により様々

であり、「軍隊」として一般化することはできない。 以下個別に確認しよう。

まず、対象となる状況であるが、平時か(白然災害、工業技術や環境災害等)、

戦時(紛争時)かに大別される。後者の場合、展開時の政治情勢により、戦時

か、平和活動23日寺かに区別される。さらにその任務は、軍事訓練や演習か、国

連憲章 (6章や 7章)に基づいて行われる国連指揮下の平和維持活動 (PKO)

か、あるいは国連の指揮下にない多国籍軍等による平和強制か、あるいは交戦

当事者としての戦闘任務かに分けられる。さらに、こうした軍隊が人道支援活

動を行う場合、その内容は MCDAガイドライン24の分類に従えば、ネ卑益者との

20 UNSECOORD (0町田 oftheUN Security Coordinator). 

21 1994年 12月採択、 1999年 l月発効、現在 70カ国が加入している。

22 TP関係にない NGO要員の場合、同じ現場で活動しでも保護対象とはならない。国連機関と

契約関係にない NGOは条約の適用範囲外であり、人道援助に携わる NGO要員の保護に関す

る法的根拠はない。安全対策にかかわる費用も各 NGOが自己資金から捻出するか、確保で

きない場合、出動を断念するか、不十分かつ危険な装備で、出動するのが現状である。

23 平和活動とは、平和の創造、平和維持、平和構築を含む諸活動の総称である。

24 ~国連が複合的危機に際して行う人道的活動の支援のために軍及び民間防衛資産の使用に関
するガイドライン (GuidelinesOn The Use ofMilitary and Civil Defence Assets To Support United 

Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies， March 2003) Jl。国連の平和活動におけ

る民軍関係の政策や指針を担当する国連人道問題調整事務所 (OCHA) が作成した文民向け

のガイドラインの一つo MCDA (military and civil defence assets軍事・民間防衛資産)とは、
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関わり具合、あるいは目に見える度合いにより、直接支援、間接支援、インフ

ラ支援の三つに分類することができる。それぞれ、直接支援とは、祖益者に対

して対面で行う援助物資の配布やサービスの提供であり、 PRTを含む。間接支

援とは物資の輸送や援助関係者の移送などの禅益者と直接接することなく、ま

た活動それ白体は支援とならないが、支援活動の一部をなすものを指す。イン

フラ支援とは、援助関係者による支援を容易にするための道路の補修や空港管

理、発電などの一般的なサービスであり、必ずしも受益者の目に留まらず、同

時に受益者に利することのみを目的としない(他の目的のためのインフラ支援

でもある) ものである。

表 1 国連からみた軍隊の中立性と協力関係構築の是非

軍 展開 民軍協力・調整の種類

日家 時の 軍隊による支援の種類 軍隊との連携内容

。〉 政治 外国の軍隊の種類 1育
中 情勢 任務 (mission)

直接 間接 イン
幸R 調

'1L 
支援 支援 フラ

プノ、マ 整

{主
(含 PRT) (含警護) 支援

換

両 平
軍事訓練や演習など

協

時
恥1aybe Yes Yes Yes Yes 

力

平 国連指揮下の PKO/平和維持 関

平日 (国連憲章 6&7章下)
恥1aybe 恥1aybe Yes Yes Yes 

係

活 国連の指揮下にない多国籍軍 構

動 等の平和創造・平和強制
NO 恥1aybe 恥1aybe Yes Yes silん2チFてずU 

{氏 。〉

戦
戦闘目的 是or NO NO 恥1aybe Yes Yes 

主正
時

非

出典:長有紀枝「民軍協力と NGOJ309頁、功刀達朗・内田孟男編著『国連
と地球市民社会の新しい地平j(東信堂 2006年)所収

MCDAガイドラインは、民軍調整 (CMCoord:Humanitarian Civil-Military 

Coordination)を「人道的危機において、人道の原則を保護・促進し、競合を避

け、矛盾を軽減し、適当なときには共通の目標を達成するために不可欠な、文

民と軍事的アクターの聞の本質的な対話と相互作用」と定義したうえで、同時

国際的な支援活動において、外国の軍事組織及び民間防衛団体 (civildefence organization)に

より提供される支援要員、装備、物資及びサービスをさし、民間防衛団体とは、当該政府の

管轄下で 1977年の第 l追加議定書 61条に列挙された諸機能(警報、立退き、避難所の管理、

灯火管理措置の管理、救助、医療上の役務、消防、危険区域の探知及び表示、汚染の除去及

び類似の防護措置など)を遂行する組織である。
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にそれは人道機関と軍事組織との責任の分担を指し、その度合い、形態は政治

的状況や当該軍隊の任務により最も緊密な「協力」関係から、最も疎遠な、た

だ同じ空間に存在しているだけの「共存」関係まで様々な形態をとるとした。

これを整理すると表 1のようになるが、では NGOの場合はどうか。

IV NGOと軍との関係

NGOの場合、 NGOと軍事組織との関係は、先に見た NGOの多様性と軍隊の

ミッションや派遣時の政治情勢からそれぞれの組み合わせで、何十とおりもの

在り方が可能となる。つまり、 NGOだから、軍との関係はこうだ、という定式

化は不可能なのである。もちろん、いかなる NGOで、あっても紛争地や平和活

動が行われている地域で人道支援活動を行う場合には、先の国連の文民部門と

軍隊との関係がそうで、あったように、いかに軍隊の支援を否定しようと、ある

いは軍隊との協力関係を拒絶しようとも、同じ空間に存在する限り、何らかの

接点は持たざるを得ない。接点を持って調整を行わなければ、一定の距離を保

ち、お互いの任務に一線を引きつつ活動することや、各々独自の活動空間を保

持することさえも不可能になるためである O こうした前提にたったうえで、

NGOと軍との関係を類型化するのであれば、以下の三通りの場合がある。

A. し1かなる状況においても不可

B. し1かなる状況においても可

c. 状況(白然災害か、紛争か)と相手の軍隊の性質・ミッション(紛争

の当事者か、中立な軍隊か、国連の授権のある軍隊かなど)、協力内容

(連絡調整係の設置、情報共有、 MCDAの活用、警護・護衛、共同作

戦、軍隊による直接支援)などに応じ、ケース・パイ・ケースで判断

Cの具体的な協力内容は表 2のとおりである。では、以下順にその主張や背

景を確認しよう。
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表 2 CMCoord (民軍調整)の具体的内容と留意点

項目 内容 原則・留意事項

リエゾン 民軍双方のリエゾン(連絡係)の設置 両アクター聞のりエゾンの調整は不可欠。

情報共有 治安、文民各々の支援の詳細、地雷対策、 原則として、人命や人道機聞の公平性・中立性

難民・避難民の移動等の情報共有・交換 を危うくする情報は非開示

恥1CDA 。〉 航空機を含む軍事・民間防衛資産を 民聞の代替手段が存在しない緊急事態の例外

活用 iMCDAガイドライン」に基づき人道 措置かっ最終手段。シビリアン・コントロール。

支援に活用。 規模と期聞を限定。紛争当事者の MCDA使用

禁止。

警護・護衛 人道機関のコンボイへの軍隊または武 例外的状況、ケース・パイ・ケースで細心の注

装の警護・護衛 意を払って利用。依頼は必ず文民サイドから。

民軍共同作 人道援助機関と軍隊による共同支援事 実施の場合は、事前に徹底的な調査。最終手段

戦 業の実施 であり、 MCDAガイドラインを厳守。

軍隊による 軍事的アクター独自の支援活動の実施 純粋に人道的動機からであれ人道機聞の活動

支援 に悪影響。できる限り避けるべき

出典:長「民軍協力と NGOJ308頁

(1)し1かなる状況においても不可とする NGO

軍隊との協力をし1かなる場合も不可とする NGOグループ。は二つに大別する

ことができる。まず、一番目は軍隊の存在白体を否定するグループOで、ある O し

かし往々にしてこうしたグループ。は戦地で、実際に支援活動に従事する NGOで

ある場合は少なく、本章では既述のとおり射程の外においた NGOである O

第二のグループ。は、本章がまさに主題とするグループOで、あるが、常に軍隊で

も行かないような危険な最前線の救援現場に身を置き、軍隊のみならず国連と

も一線を引きつつ活動するグループOで、ある。先にみたデュナン派や「ミニマリ

スト」あるいは「ファンダメンタリスト」と呼ぶべき集団である O このグソレー

プは、 ICRCと欧州系の NGOに多いが、軍との協力関係が、人道支援活動に絶

対的に必要とされる独立性や中立性、不偏性に害を及ぼすと考える集団である。

しかしながら、一番目のグループOとの最大の違いは、軍隊との協力関係は拒絶

しつつも、軍隊の存在白体を否定することは絶対ないことである。なぜなら、

ICRCをはじめとしてこれらの組織の多くが、戦争・紛争を前提として、その
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災禍から、戦闘外におかれた者、あるいは文民をし1かに保護するかを目的とし

て生まれた組織であるからである。戦争・武力紛争や軍隊の存在を所与のもの

として生まれた組織は、戦闘員と非戦闘員、軍用物と民用物に対する区別原則

を無視し、また過度の傷害を与えるなど国際人道法に抵触する戦闘の手段や方

法に対し、異議申し立てをすることはあっても、紛争それ自体、あるいは軍隊

それ白体を否定することはない。一番目のグループ。が、戦争のない、すなわち

軍隊のない社会を究極の理想として活動している組織とするなら、第二のグル

ープは、そうした社会の創造のために生まれた組織ではなく、組織の存在意義

そのものが根本において異なるのである。

(2)し1かなる状況においても可とする NGO

軍隊との協力をし1かなる場合においても是とする第二の類型も、第一の類型

と同様、二つのグループ，ofこ大別することができる。まず一番目のグループ。は、

人道支援に関わっても、経験が浅いなどの理由や、すぐれて慈善的関心から支

援活動に関与し始めたため、現地の政治や軍事問題に関心や感受性が希薄なた

め、軍隊との関係構築も何ら問題にしないグループOで、ある。

二番目のグループ。は、既述の「マキシマリスト(人道支援の拡張・拡大主義

者)Jあるいはウィルソニアンとして分類されるグループOで、米国のNGOfこ多い。

マキシマリストは、援助の効率性や軍の兵枯部門のもつ優位性を重視し、また

資金の獲得や援助の拡大のために、政府と協働し、民軍の連携・協力を厭わな

いグループOで、ある。特に米国では、既述のウィルソン以来の伝統に加え、 2001

年9月 11日に起きた同時多発テロが米国のNGOを取り巻く人道援助の環境を

劇的に変化させ、こうした傾向を顕著にしたと言える。 9.11以降、米国にとっ

て人道援助の供与と復興支援は政治的に決定的な重要性をもっに至り 25、3Ds

(Diplomacy， Development， Defense) と言われる、外交と軍事と開発(あるいは

援助)の戦略的な連携を図る外交方針が主流となり、人道支援はその主体が

NGOであろうと、ますます政治的様相を帯びつつある o 2001年 10月の INGO

の指導者のための国家外交政策会議」において、コリン・パウェル米国務長官

25 Abby Stoddard，“With us or Against us? NGO Neutrality on the LineヘHumanitarianPractice 
Network， December 2003. 
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(当時)が、米国 NGOを「われわれの戦闘チームの重要な一翼を担い、われ

われの戦力多重増強要員 (aforce mu1tiplier)であるところの NGOJ26と発言し

たことはあまりにも象徴的である。さらには、イラク戦争において、民間企業

が人道支援に参入したため、これらの企業と競合するためにも、米軍との協力

を厭わずイラクでの支援活動を行わざるをえなかったという背景も指摘される。

また、マキシマリストの NGOが軍隊と協働することのメリットとして、軍隊

による稚拙な援助の方法(短期性、ニーズ、を無視した支援、コストのかかる支

援)を NGOのアドボカシーにより改善できるという点を挙げている。

(3)ケース・バイ・ケースで判断する NGO

前二者同様、第三の類型も二つに大別することができる。第一のグループ。は、

第二の類型の第一グループ，o1PJ様、経験が浅いなどの理由で、あるいは無関心か

ら軍隊との関係について特に考察しておらず、その場その場の雰囲気やメディ

アの注目度や報道ぶり、他の NGOの動向などに従うグループOで、ある。第一グ

ループとその時々の判断の結果は同じでも、対象的なのが、第二のグループOで、

ある。これらは、経験を積んだ人道援助を行う NGOであり、軍隊との関係を

熟慮したうえで、紛争の形態や軍隊のミッションによりケース・パイ・ケース

の判断を行う「プラグマテイスト(現実主義者)Jとも呼べるアプローチをとる

集団である。いわば「マキシマリスト」と「ミニマリスト」あるいは、「デュナ

ンの系譜」と「ウィルソンの系譜」の中間に位置する NGOと言えるだろう。

日本の多くの NGOを含め、欧米の NGOにおいても、実際にはこのアプローチ

をとる組織が最も多いのではなし1かと思われる。では、このプラグマテイスト

の集団は、何を根拠としてケース・バイ・ケースの判断をするのだろうか。

(4) 小t舌~NGO とミッション

第三の類型において、軍隊・軍事組織と NGOとの関係を規律するのは、究

極的には各組織のミッション(使命・設立の趣旨・活動目的)である。

単に「困難な状況にある人々を支援する」ことを組織の使命や社会的責務と

26 U.S. Department of State， Remarks By Secretary of State Colin L. Powell to the National Foreign 
Policy Conference for Leaders of Non Governmental Organizations (NGO)， October 26， 2001， 
available at <http://usinfo.org/wιarchive/200 1 /0 11 026/epf505.htm>. 
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する NGOの場合、軍との協力や共同作戦、外交と軍事と開発援助の戦略的連

携をはかる 3Dsアプローチへの人道援助の統合さえも、これらがより多くの物

資あるいはサービスを、より早く、より多くの困難な状況にある人々のもとに

届けることに寄与するのなら、また、これらが民軍協力の目的である限り、い

かなるモラル・ハザード(道徳的な危機)ももたらさない。軍との協力は組織

の目的遂行のためにも推奨されるべき方法となる。また、当該軍隊の中立性が

疑われ、あるいは、紛争当事者となっている軍隊との共同は、 NGOを紛争当事

者と誤認させ、人道支援の阻害要因となるならば、軍隊との協力は不可となる。

他方で、「今、困っている人を助ける」以上の何ものかであることを目指す組織

にとって、軍との連携は、援助活動にどれほど有効であろうと、時に組織にと

ってその存続にもかかわる死活問題となる。

したがって、ミッションをもたない組織、あるいはミッションがあってもそ

れを意識していない組織は、憲法をもたない国家のようなものであり、第三の

類型のーのような対応をするしかなくなるのである。民軍協力あるいは軍隊と

の関係構築のありかたは、NGOにその存在意義や白分が何者かを問う命題でも

ある。

V NGOからみた民軍協力の問題点

人道支援の政治化や民軍協力の進展、軍隊が直接、支援活動を行うことに対

しては、先に見た第二の類型のみならず、第三の類型の NGOコミュニティの

中でも批判が多い。 NGOからみる民軍協力、あるいは軍事的アクターが自ら支

援活動を行うことによる最大の弊害は、人道組織の中立性・不偏性・独立性が

損なわれ人道援助の障害になる、要員の安全確保が困難になる(瞬間的な安全

性が高まったとしても、長期的あるいは大局的には、援助関係者と軍隊が同一

視され危険性が高まる)という点に集中している。さらに、軍事的アクターに

よる支援は、即効性の高い援助 (QuickImpact Projects)のみを重視し、長期的

視点を欠く、費用効率が悪い、現地の文化やジェンダー・社会的弱者への配慮

や視点を欠く、 DoNo Harm 少なくとも援助によって現地社会に害を及ぼさ

ない)の視点がないといった点が挙げられる。大別して、(1)人道援助の原則

との抵触および、 (2) 軍による支援活動の質の低さに分類できるが、後者にの
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み力点を置きすぎると、問題の本質が見えなくなる可能性がある。なぜなら現

在経験を積んだNGOが保っている支援活動の質や水準は、 NGO自身が失敗を

重ね、現場で試行錯誤を繰り返しつつ獲得してきた成果であり、軍隊の援助の

質の低さや方法の不備は、軍隊という組織ゆえの問題というより、援助の初心

者ゆえの未熟さに起因するとも言えるからだ。援助の質のみが問題であるなら

ば、文民の専門家を雇用し、積極的にジェンダーや弱者に配慮した活動を行い、

DoNoHarmの視点を持てば遠くない将来、軍事アクターの活動が劇的に改善さ

れる可能性は十分に有りうる。その可能性がある以上、その改善を求めていく

ことは現地の受益者のためにも当面の NGOの活動課題としては重要であって

も、本質視すべき問題ではない。 NGOにとって、民軍関係で考慮すべき決定的

に重要な事項は、より多くより早くといった援助の効率性の追求ではなく、人

道援助の原則との抵触や人道支援や人道支援機関の独立性に対する影響である

ことが明らかとなるだろう 270

27 NGOからみた民軍協力の問題点、 NGOの独立性への抵触については、長有紀枝「民軍協力

とNGOJ、功刀達朗・内田孟男編著『国連と地球市民社会の新しい地平Jl (東信堂 2006年)

所収、 303~317 頁。
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